
令和8年1月23日（金） 15時00分から16 時30分まで
新宮町役場  3階 第2委員会室
会長 松藤 賢二郎
副会長 園 弘子
委員 5名
委員 1名

【事務局説明】新宮町簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業経営戦略
改定（案）及び簡易水道料金料金体系の見直しについて
〇新宮町簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業経営戦略の説明

・簡易水道事業の経営の基本方針については、簡易水道料金の料金体系の在り
方を検討する文言を追加。

予定であるので、その分析表を使用する。
○簡易水道料金料金体系の見直しに係る説明（改定案）
・水道料金と同様に、公平に負担していただくため、基本水量の廃止及び従量
料金の見直しを提案。
・地理的な特性等から人口や使用水量の増が見込まれないため、料金見直しの
みで経営改善をはかることは現実的に難しい。
・現行の料金が既に水道事業と比較して高い設定となっており、使用者に過度
な負担とならないよう検討している。
・事務局としては、改定案の評価に基づき極力利用者への負担の少ない案を検
討している。

【質疑応答】

・経営比較分析表は、令和6年度決算の分析表が2月頃に福岡県から提供される

委 員 住民にとって負担が少ないのが望ましい。提案のとおり進めていくのか。

事 務 局 簡易水道事業の改定案についてご意見をいただき検討していきたい。
事務局としては、現在利用している方の負担が大きくなり、使用者が減るような改
定は検討していない。改定の目的としては、利用者への負担が変わらないように基
本水量を無くすことと考えている。

事 務 局 委員8名のうち7名出席により過半数に達し、新宮町上下水道事業経営審議会
条例第6条により、本会が成立することの報告。

・第9回審議会資料からの変更点（字句修正）。

【本審議会の成立の報告】

令和7年度 第10回新宮町上下水道事業経営審議会会議録

日 時
場 所
出 席 者

欠 席 者
議 事 の 経 過

【開会】
事 務 局 開会あいさつ
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事 務 局 3％改定案が適当であるという審議会意見を踏まえ、町長と協議をしたい。

副 会 長 事務局の考えは理解できるが、個人的には3％改定案を選択することは適当であると
考える。

委 員 相島の大口使用者は特定できるため、使用者に3％改定案での理解を得ることもでき
るのではないか。負担増加額も極端に大きくなく、理解は得られると思う。

会 長 改定案の選定については、本意見があったことを踏まえて進めてほしい。

会 長 簡易水道事業の持続可能性の視点から考えると、元々経営が厳しいと思うが、少し
でも余裕がないと企業債の発行に頼ることとなり、利息の返済のために簡易水道料
金を支払うような形になるので、望ましい形ではない。

副 会 長 大口径の使用者は、公共施設で行政が負担しているので大きな影響は生じないので
はないか。

事 務 局 公営企業会計は独立採算制で、一般会計からの税投入がない形で運営することが基
本だが、簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業は一般会計補助金に頼らざる
を得ない状態であり、令和8年度当初予算の中で、簡易水道事業の通常運転費用とし
て1,600万円を一般会計から繰り入れて頂く予定となっている。
仮に、独立採算を成り立たせるための料金改定を実施した場合、使用者１件あたり
の負担はかなり大きくなる。
3％改定案で改定した場合の負担増は、2カ月平均で241円となり、水道料金の改定案
と比較しても過度な負担ではないと判断できるが、現状で簡易水道事業の料金体系
は水道料金より高い設定となっているため、事務局としては3％改定案を選択するこ
とが難しい。

副 会 長 基本料金を無くすのは、水道事業等と体系を合わせる意味でも賛同する。
また、水道事業などの改定案と比較したが、負担が大きくなるので評価としては低
いが、提案の中で最も利用者負担の大きい案3でも個々の家庭では数百円程度の増で
あり、過度な負担とは言えないと思う。
この改定で赤字を解消することにはならないが、少しでも解消することは必要なの
で、案3が望ましいと思う。

事 務 局 主目的が負担を増やさずに基本料金を無くすことだったため、検討案の中では案3が
極端に負担が大きいような見え方となっている。

副 会 長 料金設定の検討範囲が狭いため突出した結果となっているが、水道事業と比較して
も双方から不満は生じないのではと感じている。
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以上

委 員 仮に、使用水量が90%になった場合に改定率3％であっても現状より収益が減額して
しまうので、そう考えると3%は仕方ないと考える。
住民への説明は改定額に関しても丁寧に説明してもらうようにしてほしい。

会 長 答申案については、簡易水道料金の従量料金についての記述は改定率3％程度に改め
て答申案としたい。
その他【事務局説明】その他事項の説明

事 務 局  次回候補日及び予定内容（令和7年度決算の報告等）

会 長 【閉会】

副 会 長 どうしても改定率に目が行きがちだが、注目すべきは実質負担額であり、300円増は
過度な負担でないと思う。
また、事業運営として一般会計に頼らざるを得ないとしても、収益改善の努力は必
要であることから、改定率は1%未満より3%とすることが望ましいと考える。

会 長 一般会計繰入金が1,600万円予定されている中で、料金改定を実施するうえで過疎化
を促進しないなども考慮する必要があることはわかるが、離島以外の使用者との整
合性も考える必要がある。
簡易水道料金の改定率は、物価上昇率より低い数値になっているため、3％とするこ
とに何ら問題ないと思う。

副 会 長 今回の料金改定は公営企業としての取組であるので、相島における地域振興などの
観点は切り離して考えるべきである。
改定率にとらわれがちだが、改定を説明する際は、改定後の実質負担の増減額で説
明することが重要である。

(答申)案について

【質疑応答】
会 長 2ページにある簡易水道料金の従量料金の設定は改定率1％未満から3％へ見直すの

か。

事 務 局 事業経営上3％が望ましいと考えるが、相島の実情を考慮すると事務局から3％を採
用するとは言いにくい。

会 長 【会長説明】「持続可能な水道事業の経営の在り方(経営戦略の改定)及び
「水道料金の在り方」及び「下水道使用料の在り方」に対する意見について
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